
自主防災組織活動への補助金について 

 平成２９年度から自主防災組織活動事業費補助金交付要綱を一部改正し、防災訓練の実施

に加え、災害時要配慮者への支援体制作りを行う自主防災組織に対しても、事業に係る経費

に対し補助金（上限：備蓄・訓練等事業２５万円、要配慮者事業 6 万円）を交付します。 

 

【本事業の進め方】 

１年間の事業計画を立てましょう！ 

【備蓄・訓練等事業】 

いつ、どのような防災訓練を行うか、どんな防災資機材を整備す

るか。防災講話などを実施するか。 

【要配慮者事業】 

いつ会議を開催し、要配慮者の状況確認をするか。 

※ 必須要件・・・「連絡体制表整備」「情報伝達実施」 

 
【共通】申請は、防災危機管理課、福祉保健課または最寄りの支所

にてお願いします。 

 

 
【共通】申請した事業について、補助金の交付決定をした旨の文書

が市から届きます。 

 
【備蓄・訓練等事業】 

物品等購入の際には領収書を発行してもらってください。 

物品や事業実施の様子を写真撮影しておいてください。 

【要配慮者事業】 
活動費を支給する場合は、受領書に受領印をもらってください。 
活動費以外の経費は、領収書を発行してもらってください。 

 
【共通】実績報告書を提出してください。 

※ 振込みを希望する通帳（口座名義が分かるもの）の写しを、 

お持ちください。 
 
 

【共通】最終的に補助金額を確定した旨の文書が市から届きます。 

請求書および委任状を提出してください。 

 

 
【共通】指定した口座に、市から補助金が振り込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自主防災組織で 

年間事業計画を 

作成する 

②補 助 金 申 請 

③交付決定通知書 

が市から届く 

④事 業 実 施 

⑤実 績 報 告 

年度末まで 

（３月３１日） 

⑥交付確定通知書 

が市から届く 

⑦市から補助金が 

振り込まれる 

※ご不明な点や事業の相談につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。 

 【備蓄・訓練等事業】 

防災危機管理課 ＴＥＬ：５３７－５６６４（大分市役所 本庁舎３階） 

 【要配慮者等事業】 

福祉保健課   ＴＥＬ：５８５－６０２２（大分市役所 第２庁舎２階） 

 

 

 



 

注 意 事 項  

《備蓄・訓練等事業》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●ご不明な点や事業のご相談については、下記までお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

～防災訓練実施計画書・報告書の提出について～ 

特に決まった様式はありません。 

計画書には、防災訓練の予定日時、場所、内容、参加予定人数などを記載し提出し

てください。報告書には、防災訓練の実施日時、場所、内容、参加人数などを記載し

提出してください。また、悪天候により中止した場合は、その旨を記載した報告書を

提出してください。消防署等に提出する自主防災訓練要請書や防災訓練・講話実施報

告書の写しでもよいです。 

～防災訓練実施報告書の添付資料について～ 

備蓄する資機材については、自主防災組織の名入れをして報告用の写真を撮ってく 

ださい。防災訓練などの事業に使用する物品は、何を購入したかがわかるように写真 

を撮ってください。防災訓練などの事業の様子が分かる写真も忘れずに撮っておいて 

ください。 

～補助できない場合について～ 

以下のような物（事業）には補助できません。 

○事業の参加者等に配布する既製の食料品 

（但し、炊き出し用の食材や３年以上の保存が可能な非常用食料を、防災訓練 

  で調理して参加者にふるまう場合は補助対象になります。） 

○事業・イベントの賞品や景品 

○公民館の設備（ＡＥＤ・防災倉庫を除く） 

○特定個人の家に整備する物 

○市のほかの補助金（ご近所の底力再生事業助成金など）の支給を受けた物 

※二重補助が禁止されています。後で判明した場合は、返還請求させていた 

だきます。 

防災危機管理課 ５３７－５６６４（直通） 

福祉保健課５８５－６０２２（直通） 

鶴崎支所５２７－２１１１（直通）  坂ノ市支所５９２－１７００（直通） 

大南支所５９７－１０００（直通）  佐賀関支所５７５－１１１１（直通） 

稙田支所５４１－１２３４（直通）  野津原支所５８８－１１１１（直通） 

大在支所５９２－０５１１（直通）  明 野 支 所５５８－１２５５（直通） 



 

注 意 事 項 

《要配慮者事業》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課】福祉保健課 ５８５－６０２２（直通） 

 

～災害時要配慮者について～ 

災害時要配慮者とは、災害時に特に配慮が必要な方（高齢者や障がい者など）で、

名簿をお渡ししている避難行動要支援者の方もこの中に含まれます。 

 避難行動要支援者への活動が補助対象となりますが、避難行動要支援者がいない自

主防災組織については、災害時要配慮者のみを対象とすることができます。 

～補助額について～ 

１つの自主防災組織への補助限度額は 6 万円ですが、自治会が連合して組織した 

自主防災組織については、6 万円に当該自治区の合計数をかけた額を限度とします。 

（例）５つの自治区で構成する連合自主防災組織の場合 

    6 万円  ×  ５  ＝  ３０万円 

～補助対象となる活動について～ 
補助対象は、以下の通り災害時要配慮者に対する平常時の避難支援体制構築にかか

る活動です。 

③ 災害時要配慮者連絡体制表の整備  ②情報伝達（安否確認）の実施 

③災害時要配慮者に関する会議  ④個別避難計画の内容確認  など 

※上記①および②は、補助金を交付する要件として必須です。 

※災害発生時の避難支援活動や、他の補助金交付を受ける活動は対象外です。 

～補助対象となる経費について～ 

・活動費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・会議費 などが対象です。 

※活動費は、活動者１人当たり１日２千円を限度とします。 

交付決定通知書を送付する際に、受領書の様式を同封しますので、事業実施後に 

活動者へ活動費を渡し、受領書に受領印をもらっておいてください。 

※活動費以外の経費は、領収書が必要です。 

～実績報告書の添付書類について～ 

実績報告時の添付書類（交付決定通知書に同封している見本を参考に作成してください） 

・災害時要配慮者連絡体制表 および 情報伝達等実施報告書 

 ・活動費受領書の原本（後日返却します） 

・領収書の原本（活動費以外の経費の領収書）（後日返却します） 


